
電話番号

携帯電話

XXX（　XXXX　）XXXX　　　

（　　　　）　　　

100万円超の場合

（電話番号　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　） □　財産収支状況書 　□　収支の明細書

　※⑤欄は、「財産収支状況書」の(Ｂ)又は「収支の明細書」の(Ｃ)及び(Ｄ)から転記

猶　予　期　間

担　保
□　有 担保財産の詳細又は

■　無 提供できない特別の事情

50,000円
+延滞金

年　月　日 納付金額

 令和〇．４．３０ ０円  令和〇．８．３１ ０円 円

 令和△．２．２８ 50,000円

□　猶予該当事実証明書類（納税の猶予の場合）

　一時に納付す
　ることができ
　ない（生活維
　持又は事業の
　継続が困難と
　なる）事情の
　詳細

　住宅家屋の建設を行っているが、新型コロナウイルス感染症の影響により工事が

中止・延期となっており、売上が減少している。銀行借入（毎月10万円）も返済を

猶予してもらっている。

　取引先からの入金を全て町税の納付に充てた場合、事業の継続が困難になる。

　猶予該当事実の詳細（納税の猶予の場合）：

□ 税理士法第30条の書面提出有 　□　財産目録

　□　担保関係書類

税理士
署名

　
※町整理欄

100万円以下の場合

70,000円

　　令和　　〇年　　４月　　２０日から　令和　　△年　　３月　　３１日まで　　　　１２月間

※猶予期間の開始日は、①の申請年月日
　ただし、納税の猶予申請において、災害等のやむを得ない理由により、申請書を提出できなかった場合は、災害等が生じた日
　　　　　換価の猶予申請において、納付すべき町税の法定納期限以前にこの申請書を提出する場合は、その町税の法定納期限の翌日

 令和〇．７．３１ ０円  令和〇．１１．３０  令和△．３．３１

 令和△．１．３１

⑤
納
付
計
画

年　月　日 納付金額 年　月　日 納付金額

 令和〇．６．３０ ０円  令和〇．１０．３１ 円

 令和〇．５．３１ ０円  令和〇．９．３０ 30,000円

円

 令和〇．１２．３１

円

200,000

　※③欄は、「財産収支状況書」の(Ａ)又は「財産目録」の(Ｄ)から転記

ニ 　　〃

②イ～ニの合計
円

200,000 ③現在納付可能資金額
円

0
④猶予を受けようとする

金額（②-③）

納
付
す
べ
き
町
税

〃　　 〃　　

合　　　計
イ

200,000
ロ ハ 　　〃

・　 ・

〃　　

XXXXXXX

・　 ・
〃　　 〃　　

通知書番号 備　考

令〇 固定資産税 〇・４ ・30
円

100,000
円 法律による金額　　円法律による金額　　円

XXXXXXX

年度 税　目 納期限 本　　税 加算金額 延滞金額

令〇 固定資産税 〇・７ ・３１ 100,000
〃　　

滞納処分費

地 方 税 法 第 15 条 の ２ 又 は 第 15 条 の ６ の ２ の 規 定 に よ り 、 以 下 の と お り 猶 予 を 申 請 し ま す 。

申
請
者

住　 所
所在地

静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1
①

令和　　３年　　４月　　２０日　申請年月日

氏　 名
名 　称

○○　太郎

法 人 番 号

徴　収
換　価

の 猶 予 申 請 書
南伊豆町長　様

猶予申請書の記載方法
収受印

すぐに納付できる金額（「財産収支状況書」の「現在納

付可能資金額（A)」欄の金額）を記載してください。

「財産収支状況書」の「分割納
付計画（B）」欄の計画を記載し

てください。すぐに納付計画を

定めるのが難しい場合は、徴

収担当職員にご相談ください。

各月の納付金額の合計額は、「④猶予を受

けようとする金額」に一致します。

猶予期間は１年以内です。状況に応じて、

さらに１年間猶予される場合があります。

担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、

担保は不要となります。


